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自
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費

そ
の
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依
存
財
源

歳入
575億5,225万円 歳出

559億2,889万円

市　税
276億3,581万円

繰越金
11億2,925万円

繰入金
2,755万円

その他
41億5,837万円

国・県支出金
124億3,603万円

市　債
56億9,500万円

地方交付税
18億6,844万円

譲与税・
各種交付金
46億  180万円

人件費
107億7,152万円

扶助費
131億  526万円

公債費
54億8,988万円

普通建設事業費
79億8,189万円
災害復旧事業費

202万円

物件費
94億9,254万円
繰出金
45億7,880万円
補助費等
29億6,399万円
積立金
3億9,098万円

その他
11億5,201万円

市民税、固定資産
税、都市計画税、
市たばこ税、軽自
動車税、入湯税

特別会計や基金か
らの繰入れ

分担金及び負担
金、使用料及び手
数料など

公益性のある特定
事業に対して交付

国税５税（所得税・
法人税・酒税・消
費税・たばこ税）
の一定割合を原資
として交付

地方譲与税、地方
消費税交付金など

一般会計市の会計は３種類
　市の会計は、一般会計、特別会計、公営企業
会計の３つに分かれています。27年度に市全体
で使ったお金は合計で1,011億3,262万円です。

723円増えました。一般会計歳出総額から見た
市民一人当たりの支出額は28万6,270円で、前
年度に比べ２万7,132円減りました｡ ※金額は27
年3月31日及び28年3月31日現在の人口で比較。

借入金の残高は前年度比　　　　
1.4％増の571億9,893万円
　道路や学校、公園などの施設は、建設する年
だけでなく、次の世代の市民にも使われます。
そのため、借入金として市債を発行し国や銀行
などから借金をすることで公共施設を建設する
ときの市民だけが建設費を負担するのではなく、
将来にわたって負担を分割し、借金を返済して
いくことで、世代間の公平を図っています。
　借入金の残高は前年度に比べ７億8,147万円
（1.4パーセント）増の571億9,893万円となりまし

基金残高や経常収支比率など　　
各種財政指標が改善
　27年度一般会計の決算額を見ると､ 歳入は前
年度比8.7パーセント減の575億5,225万円とな
りました｡ 歳出は、前年度比8.2パーセント減の
559億2,889万円となりました。歳入と歳出の差
引は、16億2,336万円となり､ 翌年度に繰り越し
た事業に充てる財源9,272万円を除く、実質収
支額は15億3,064万円の黒字となりました。27
年度決算の特徴としては､普通建設事業における､
中央図書館等整備事業及び八千代台東小学校校
舎改築事業が前年度に終了したことや、小学校
校舎の耐震老朽化対策工事等の減少などが挙げ
られます｡
　また､ 市には年度間の財源不均衡の調整や災
害に備えるために設置している財政調整基金と､ 
特定目的のために設置している基金がありま
すが､ これらの基金残高は前年度に比べ87.3パ
ーセント増の29億1,013万円（財政調整基金は
22億5,956万円）となりました。経常収支比率は 
94.9パーセントから93パーセントへ、公債費負担 
比率は14.8パーセントから14.4パーセントへ、
健全化判断比率である将来負担比率は73.8パー
セントから51.1パーセントへ、実質公債費比率
は9.8パーセントから8.7パーセントへ、それぞ
れ改善しました。

一人当たりの市税と支出額
　歳入の48パーセントを占める市税は、一人当
たりに換算すると14万1,453円で､ 前年度に比べ

歳出総額は1,011億3,262万円

特別会計
335億6,726万円

一般会計
559億2,889万円

公営企業会計
116億3,647万円

　市のさまざまな仕事は、市民の皆さんが
納めた税金を始め、国・県からの支出金や
市債（借入金）などを財源として行われてい
ます。27年度決算の概要をお知らせします。
※金額の単位をそろえるため、原則１万円
未満を四捨五入しています。このため、公
表した関係資料と異なる場合があります。

一般会計
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　自宅の庭などから出た落ち葉や草は、市指定の可燃用ごみ袋に入れて出して
ください。少量の枝（太さ７センチ以下、長さ50センチ以下）は、直径30セン 

チ以下の束になるようひもで縛り、そのまま出してください（１回の回収で５
束程度まで）。これより太い物、長い物はクリーン推進課へお問い合わせを。
　なお、公園や街路樹の落ち葉をボランティアで清掃するときは、ボランティ
ア袋（クリーン推進課、支所で配布）をご利用ください。

落ち葉などは可燃用ごみ袋に入れて出しましょう
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9
萱田町・萱田・大和田（成田街道北側から東葉
高速線南側）、村上（成田街道北側で新川西側）、
大和田新田（300・400・500・700番台の成田街道
北側から東葉高速線南側）、ゆりのき台１・２丁目

休み・17
第１・３木 月

・
水
・
金 

23
日
は
休
み

火 土10
高津（県道幕張八千代線より西側）、高津東、
大和田新田（100・200番台の成田街道南側かつ、
県道幕張八千代線より西側）

10・24
第２・４木

11 高津団地、
大和田新田（1〜99番地の成田街道南側）

休み・17
第１・３木

12 大和田新田（900・1000・1100番台の成田街道北側
から東葉高速線南側）、緑が丘２〜４丁目

10・24
第２・４木

13 勝田台 ４・18
第１・３金 火

・
木
・
土 

3
日
は
休
み

水 

23
日
は
休
み

月
14

勝田台南、勝田、ゆりのき台３〜８丁目、麦丸、
萱田町（500番台を除く東葉高速線北側）、
萱田（東葉高速線北側）

11・25
第２・４金

15 大和田新田（東葉高速線北側）、吉橋、尾崎、
緑が丘１・５丁目、萱田町（500番台の東葉高速線北側）

４・18
第１・３金

16 大学町、真木野、小池、佐山、平戸、神久保、
島田台、島田、桑橋、桑納

11・25
第２・４金

◆
お
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わ
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は
、
ク
リ
ー
ン
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進
課
（
４
８
３
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１
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１
ま
た
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ー
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３
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５
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へ

朝８時30分までに集積場所へ。

11
月
の
資
源
物
・
ご
み
収
集
日
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指定袋使用 資源物
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ご
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不
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ご
み
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ご
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１
大和田（成田街道南側）、萱田町（成田街道南側）、
村上（3200・3300・3500番台の成田街道南側）、
大和田新田（県道幕張八千代線より東側）、
高津（県道幕張八千代線より東側）

１・15
第１・３火

月
・
水
・
金 

23
日
は
休
み 

木 

3
日
は
休
み

土2 八千代台北 ８・22
第２・４火

3 八千代台西、
八千代台南

１・15
第１・３火

4 八千代台東 ８・22
第２・４火

5 上高野 ２・16
第１・３水 火

・
木
・
土 

3
日
は
休
み

金 月
6 村上団地 ９・休み

第２・４水

7 村上（新川の東側）、下市場、
村上南、勝田台北

２・16
第１・３水

8 神野、下高野、堀ノ内、
保品、米本団地、米本

９・休み
第２・４水

不
法
投
棄
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報
受
付
専
用
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フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル（
フ
ァ
ク
ス
兼
用
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０
１
２
０（
８や

ち

４よ

４し

）５ゴ

３ミ

０ゼ
ロ

粗
大
ご
み
受
付
専
用
電
話

（
収
集
依
頼
受
付
・
要
予
約
） 

０
４
７（
４
８
３
）４
５
０
６

平
日
９
時
〜
16
時
30
分（
祝
日
を
除
く
）


